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：終戦

竹島をめぐる動き

中
央

地
方

1900年（明治33年）江戸時代 1905年（明治38年） 1945年（昭和20年） 1953年頃 ～

官
民
の
関
係

竹
島
の
産
業
利
用

鬱陵島で伐木や漁猟が
行われるようになり、竹島も
利用されるようになる

大谷家、村川家は
竹島における事業
について老中の
内諾を得る

竹島へも幕府公認の下で渡海
アシカ漁、アワビの採捕等が行われる

アシカ漁業者が官有地
使用願いを島根県に提出
（概ね５年ごとに継続）

1906年-

大谷家が鬱陵島で遭遇した
朝鮮人2名を連れ帰る

1693年

幕府が大谷村川両家に
鬱陵島への渡海を許可

1618年（1625年）
幕府が鬱陵島への
渡海を禁止

1696年
竹島の名称を定め、島根県に
編入し、隠岐島司の所管と
することを閣議決定

1905年1月28日
大阪鉱山監督局が
竹島の燐鉱試掘権を
申請者に許可

1939年6月6日
ポツダム宣言受諾
1945年8月

島根県知事が竹島の
名称と所管を告示

1905年2月22日

島根県が竹島を
官有地台帳に登録

1905年5月

1849年

島根県が中井養三郎ほか3名に
アシカ漁業を許可。鑑札1枚交付

1905年6月5日

アシカ漁業者に官有地使用
を許可し、使用料を徴収

1906年-

島根県の許可の下、
竹島でアシカ漁、
海藻や貝類の採捕等が
行われる

竹島で複数の事業者
によりアシカ漁等が
行われる

日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国と
「吾等（連合国）の決定する諸小島」に局限される

降伏文書調印
日本船舶の移動禁止
（SCAPIN-1）

1945年9月2日

各種の制限

GHQ設置
1945年10月2日

竹島を極東空軍の爆撃
訓練区域として指定

1947年9月
竹島を爆撃演習場に
再度指定

1951年7月

日韓政府間で竹島を
めぐる領有権紛争が
顕在化

1952年1月

日本政府が国際司法
裁判所への付託を
韓国に提案

1954年9月25日

占領下において、漁船を含む船舶の移
動が大きく制限されるとともに、日本
政府が行政権等を行使できる領域が、
本州、北海道、九州、四国の他、一部の
島嶼に限定され、竹島を含めた領域が
除外された（SCAPIN-677等）

竹島への渡海を名目
に鬱陵島に渡海した
者が死罪になる事件
が発生

フランスの捕鯨船が
竹島を「発見」。西洋
でリアンクール岩と
呼ばれるようになる

サンフランシスコ平和条約の
草案作成が本格的に進む

1951年3月-

いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定
し、同ライン内に竹島を取り込む。日本の他
米英等各国は、同宣言に対して公海自由の
原則に反するものである旨批判するととも
に、日本は、韓国の竹島に関する要求に強く
抗議。（1952年1月28日）

1952年1月18日

韓国政府は、日本が
朝鮮の一部として放
棄する島嶼に竹島
（Dokdo）を追加す
ることを米国に要求。

1951年7月19日

諸
外
国
の
動
き

韓
国
の
動
き

連
合
国
の
動
き
、認
識

日
本
で
の
動
き

サンフランシスコ
平和条約署名

1951年9月8日
米国は韓国の
要求を拒否

1951年8月10日
サンフランシスコ
平和条約発効

1952年4月28日

1953年7月12日-
巡視船への銃撃等
事件発生
韓国人が不法上陸して
いた竹島から、海上保安
庁の巡視船が銃撃や砲
撃を受ける事件が複数
回発生

1954年６月11日

以降、竹島が韓国に
不法占拠される。

以後、1962年、2012年
8月に提案。韓国はいずれ
も拒否

各種制限の解除
サンフランシスコ平和条約発効により、
占領下における各種制限も解除。ただ
し、竹島は日米安保条約に基づき爆撃
訓練区域に再び指定され（1952年7
月）、約8か月後に解除（1953年3月）

米国、英国はサンフラン
シスコ平和条約で竹島が
日本に残されたとの認識

中井養三郎が竹島の
貸下げを願い出る

1904年9月29日

時代区分I 時代区分IV時代区分III時代区分II
日本人の竹島の利用 島根県編入と平穏かつ継続的な行政権等の行使 連合国による竹島の扱い 韓国による不法占拠と我が国の抗議

条約草案作成に参画し
た国は竹島が日本の領
土であるとの認識を共有

韓国の「海洋主権宣言」に
対して日本、各国が抗議

※いわゆる「ラスク書簡」

資料例：
在京英国大使館の報告（1953年）
ヴァン・フリート特命大使報告書
（1954年）

1836年

鬱陵島をめぐり
日朝が交渉

1693年

韓国による「海洋主権宣言」平和条約草案
に対し要求

韓国が海洋警察隊
を竹島に派遣

中井養三郎らが竹島漁猟
合資会社を設立（登記）

竹島でのアシカ漁が進む
（競争状態になる）

1905年1904年
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